
仕  様  書 

 

１ 入札番号        総病管第 62-3 号 

 

２ 器械の名称及び数量   シーリングペンダント １式 

 

３ 機器の構成  

1.機器の構成(一式の構成) 

1-1 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 1（CP1）  17台  

 
 4階：OP-1･2･4･5･6 （5台） 

 
 3階：OP-8･10･11･13･14･16･17･18･19･20･21･22 （12台） 

1-2 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 1T（CP1T）  2台  

 
 3階：OP-7･9 （2台） 

1-3 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 2（CP2）    1台 

 
 3階：OP-8 （1台） 

1-4 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 3（CP3）    2台 

 
 3階：OP-12･15 （2台） 

1-5 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 4（CP4）    5台 

 
 3階：OP-18･19･20･21･22 （5台） 

1-6 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 5（CP5）       2台 

 
 3階：OP-16･17 （2台） 

1-7 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 6 (大型ﾓﾆﾀ 1面用)      1台 

 
 3階：OP-7 （1台） 

1-8 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ７(26 ｲﾝﾁHD ﾓﾆﾀ 2面＋21.5 ｲﾝﾁﾓﾆﾀ 1面用)       １台 

 
 3階：OP-7 （1台） 

         

2.ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄの仕様 

2-1 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 1 （CP1） 

2-1-1 天井懸架式であること 

2-1-2 ｱｰﾑは第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑにて構成され先端にはｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽを有すること 

2-1-3 ｱｰﾑの可動半径は 1950ｍｍ以上であること 

2-1-4 ｱｰﾑ及びｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽにはｴｱｰﾌﾞﾚｰｷまたは電磁受動型ﾌﾞﾚｰｷ機能を有すること 



2-1-5 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁは、第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑ(ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ）毎に有すること 

2-1-6 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁは棚板に設置されていること 

2-1-7 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽには以下の設備を有すること 

 
・電気設備：ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ×10個、医用接地端子×2個、過電流警報装置（20A用)×2台 

 
・医療ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ：O×2ｹ、A×1ヶ、V×2ヶ、EX×1（壁面分岐） 

 
・弱電設備：設備用ﾌﾟﾚｰﾄ（ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ 2連付） 

 
・棚板（ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚｰﾙ付）×1枚 

2-1-8 
ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽに装備される医療ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ（O、A、V）は、ｱｳﾄﾚｯﾄ本体着脱時に供給ｴﾘｱの

元ﾊﾞﾙﾌﾞを閉じる必要がない様に閉止機構付であること 

2-1-9 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽは電動により上下昇降すること 

2-1-10 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ上下昇降範囲は 600mm以上であること 

2-1-11 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ底面が床から 1600mm以上に上昇可能なこと 

2-1-12 
建築工事にて用意される補強架台に本体を設置するためのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ変換ﾌﾟﾚｰﾄは本体に

含むこと 

  

2-2 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 1T （CP1T） 

2-2-1 天井懸架式であること 

2-2-2 ｱｰﾑは第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑにて構成され先端にはｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽを有すること 

2-2-3 
無影灯・ﾓﾆﾀｰｱｰﾑは同じ補強架台に同居でき、無影灯・ﾓﾆﾀｰｱｰﾑの第一ｱｰﾑと干渉しない

無影灯同居型であること。また、無影灯ﾒｰｶｰは問わず同居可能であること 

2-2-4 ｱｰﾑの可動半径は 1950ｍｍ以上であること 

2-2-5 ｱｰﾑ及びｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽにはﾌﾞﾚｰｷまたは電磁受動型ﾌﾞﾚｰｷ機能を有すること 

2-2-6 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁは、第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑ(ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ）毎に有すること 

2-2-7 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁは棚板に設置されていること 

2-2-8 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽには以下の設備を有すること 

 
・電気設備：ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ×10個、医用接地端子×2個、過電流警報装置（20A用)×2台 

 
・医療ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ：0×2ヶ、A×1ヶ、V×2ヶ、EX×1（壁面分岐） 

 
・弱電設備：設備用ﾌﾟﾚｰﾄ（ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ 2連付） 

 
・棚板（ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚｰﾙ付）×1枚 

2-2-9 
ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽに装備される医療ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ（O、A、V）は、ｱｳﾄﾚｯﾄ本体着脱時に供給ｴﾘｱの

元ﾊﾞﾙﾌﾞを閉じる必要がない様に閉止機構付であること 

2-2-10 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽは電動により上下昇降すること 

2-2-11 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ上下昇降範囲は 600mm以上であること 



2-2-12 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ底面が床から 1600mm以上に上昇可能なこと 

2-2-13 無影灯同居用天井ｶﾊﾞｰは本体に含むこと 

2-2-14 
建築工事にて用意される補強架台に本体を設置するためのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ変換ﾌﾟﾚｰﾄは本体に

含むこと 

         

2-3 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 2 （CP2） 

2-3-1 天井懸架式であること 

2-3-2 ｱｰﾑは第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑにて構成され先端にはｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽを有すること 

2-3-3 ｱｰﾑの可動半径は 1950ｍｍ以上であること 

2-3-4 ｱｰﾑ及びｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽにはﾌﾞﾚｰｷまたは電磁受動型ﾌﾞﾚｰｷ機能を有すること 

2-3-5 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁは、第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑ(ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ）毎に有すること 

2-3-6 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁは棚板に設置されていること 

2-3-7 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽには以下の設備を有すること 

 
・電気設備：ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ×10個、医用接地端子×2個、過電流警報装置（20A用)×2台 

 
・医療ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ：A×1ヶ、V×3ヶ、CO2×1 

 
・弱電設備：設備用ﾌﾟﾚｰﾄ（ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ 2連付） 

 
・棚板（ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚｰﾙ付）×1枚 

2-3-8 
ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽに装備される医療ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ（A、V、CO2）は、ｱｳﾄﾚｯﾄ本体着脱時に供給ｴﾘｱ

の元ﾊﾞﾙﾌﾞを閉じる必要がない様に閉止機構付であること 

2-3-9 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽは電動により上下昇降すること 

2-3-10 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ上下昇降範囲は 600mm以上であること 

2-3-11 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ底面が床から 1600mm以上に上昇可能なこと 

2-3-12 
建築工事にて用意される補強架台に本体を設置するためのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ変換ﾌﾟﾚｰﾄは本体に

含むこと 

         

2-4 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 3 （CP3） 

2-4-1 天井懸架式であること 

2-4-2 ｱｰﾑは第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑにて構成され先端にはｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽを有すること 

2-4-3 ｱｰﾑの可動半径は 1950ｍｍ以上であること 

2-4-4 ｱｰﾑ及びｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽにはﾌﾞﾚｰｷまたは電磁受動型ﾌﾞﾚｰｷ機能を有すること 

2-4-5 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁは、第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑ(ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ）毎に有すること 

2-4-6 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁは棚板に設置されていること 

2-4-7 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽには以下の設備を有すること 



 
・電気設備：ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ×10個、医用接地端子×2個、過電流警報装置（20A用)×2台 

 
・医療ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ：0×2ヶ、A×1ヶ、V×2ヶ、CO2×1、EX×1（壁面分岐） 

 
・弱電設備：設備用ﾌﾟﾚｰﾄ（ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ 2連付） 

 
・棚板（ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚｰﾙ付）×1枚 

2-4-8 
ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽに装備される医療ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ（O、A、V、CO2）は、ｱｳﾄﾚｯﾄ本体着脱時に供給ｴ

ﾘｱの元ﾊﾞﾙﾌﾞを閉じる必要がない様に閉止機構付であること 

2-4-9 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽは電動により上下昇降すること 

2-4-10 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ上下昇降範囲は 600mm以上であること 

2-4-11 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ底面が床から 1500mm以上に上昇可能なこと 

2-4-12 
建築工事にて用意される補強架台に本体を設置するためのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ変換ﾌﾟﾚｰﾄは本体に

含むこと 

         

2-5 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 4 （CP4） 

2-5-1 天井懸架式であること 

2-5-2 ｱｰﾑは第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑにて構成され先端にはｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽを有すること 

2-5-3 
無影灯・ﾓﾆﾀｰｱｰﾑは同じ補強架台に同居でき、無影灯・ﾓﾆﾀｰｱｰﾑの第一ｱｰﾑと干渉しない

無影灯同居型であること。また、無影灯ﾒｰｶｰは問わず同居可能であること 

2-5-4 ｱｰﾑの可動半径は 1450ｍｍ以上であること 

2-5-5 ｱｰﾑ及びｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽにはﾌﾞﾚｰｷまたは電磁受動型ﾌﾞﾚｰｷ機能を有すること 

2-5-6 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁは、第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑ(ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ）毎に有すること 

2-5-7 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁは、以下①～③のいずれかで設置されていること 

 
①ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚｰﾙ、②ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ、③操作ﾊﾝﾄﾞﾙ 

2-5-8 
ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽには内視鏡装置搭載ｶｰﾄ（約 180kg）を電動にてﾘﾌﾃｨﾝｸﾞできる機能を有するこ

と 

 
ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ結合部については内視鏡装置ﾒｰｶｰと綿密な打ち合わせをすること 

2-5-9 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽには以下の設備を有すること 

 
・電気設備：ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ×10個、医用接地端子×2個、過電流警報装置（20A用)×2台 

 
・医療ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ：V×2ヶ、CO2×1 

 
・弱電設備：設備用ﾌﾟﾚｰﾄ（ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ 2連付） 

 
・ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚｰﾙ×1ヶ所 

2-5-10 
ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽに装備される医療ｶﾞｽｱｳﾄﾚｯﾄ（V、CO2）は、ｱｳﾄﾚｯﾄ本体着脱時に供給ｴﾘｱの

元ﾊﾞﾙﾌﾞを閉じる必要がない様に閉止機構付であること 

2-5-11 無影灯同居用天井ｶﾊﾞｰは本体に含むこと 

2-5-12 
建築工事にて用意される補強架台に本体を設置するためのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ変換ﾌﾟﾚｰﾄは本体に

含むこと 



  

2-6 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 5（CP5） 

2-6-1 天井懸架式であること 

2-6-2 ｱｰﾑは第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑにて構成され先端にはｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽを有すること 

2-6-3 ｱｰﾑの可動半径は 1550ｍｍ以上であること 

2-6-4 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽには以下の設備を有すること 

 
電気設備：ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ×6個、医用接地端子×2個、過電流警報装置（20A用)×2台 

2-6-5 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽは昇降ｱｰﾑ又はｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｱｰﾑにより上下昇降すること 

2-6-6 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ上下昇降範囲は 630mm以上であること 

2-6-7 ｺﾝｿｰﾙﾎﾞｯｸｽ底面が床から 2000mm以上に上昇可能なこと 

2-6-8 
建築工事にて用意される補強架台に本体を設置するためのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ変換ﾌﾟﾚｰﾄは本体に

含むこと 

         

2-7 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 6 (大型ﾓﾆﾀ 1面用) 

2-7-1 天井懸架式であること 

2-7-2 ｱｰﾑは第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑにて構成され先端にはﾓﾆﾀｰｷｬﾘｱを有すること 

2-7-3 ｱｰﾑ稼働半径は、1950ｍｍ以上で設置されていること 

2-7-4 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁは、第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑ(ﾓﾆﾀｰｷｬﾘｱ）毎、又は第一ｱｰﾑに有すること 

2-7-5 ﾌﾞﾚｰｷ解除ｽｲｯﾁはﾓﾆﾀｰｷｬﾘｱに設置されていること 

2-7-6 ﾓﾆﾀｰｷｬﾘｱには以下の設備を有すること 

 
・大型ﾓﾆﾀｰ取り付け金具 

2-7-7 ﾓﾆﾀｰｷｬﾘｱは電動又は手動により上下昇降すること 

2-7-8 ﾓﾆﾀｰｷｬﾘｱ上下昇降範囲は 600mm以上であること 

2-7-9 ﾓﾆﾀｰｷｬﾘｱ底面が床から 1400mm以上に上昇可能なこと 

2-7-10 
建築工事にて用意される補強架台に本体を設置するためのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ変換ﾌﾟﾚｰﾄは本体に

含むこと 

         

2-8 ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 7(26 ｲﾝﾁHD ﾓﾆﾀ 2面＋21.5 ｲﾝﾁﾓﾆﾀ 1面用)    

2-8-1 天井懸架式であること 

2-8-2 ｱｰﾑは第一ｱｰﾑと第二ｱｰﾑにて構成され先端にはﾓﾆﾀｰｷｬﾘｱを有すること 

2-8-3 ｱｰﾑ稼働半径は、1950ｍｍ以上で設置されていること 

2-8-4 ﾓﾆﾀｰｷｬﾘｱには以下の設備を有すること 

  ・3連ﾓﾆﾀｰ用取り付け金具 



2-8-5 ﾓﾆﾀｰｷｬﾘｱは電動又は手動により上下昇降すること 

2-8-6 
建築工事にて用意される補強架台に本体を設置するためのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ変換ﾌﾟﾚｰﾄは本体に

含むこと 

 

４ その他 

（１）搬入設置、撤去、運転調整（オンライン接続等含む）及び諸手続き一式を含む。 

（２）機器は、本院の望む方法で本院の望む時期・場所に設置し、機器の設置に伴う設備工事費一

式（二次側）を含む。 

（３）本仕様書に明記されていない事項であっても、本装置の運用上必要な事項は怠りなく装備あ

るいは施工し、疑義については本院と協議し、その指示に従うこと。 

（４）主要諸元はメーカーの仕様による。 

（５）接続する電源系統の地絡の影響や、雷及び開閉サージ等の影響を受けない設備（器具）とす

るか、受けないよう保護設備を設けた設備（器具）とすること。 

（６）電気容量、入力電圧、漏電対策について病院と事前に相談して必要な措置を講ずること。 

(７)  養生は受注者負担とする。 

 

５ 搬入場所及び保守体制 

（１）搬入場所 

静岡県立総合病院 手術室 1～22 

 

（２）保守体制 

本院から要請のあった場合は、迅速な保守サービスができる体制であること。 

納入後翌年度末までは、機器が正常に稼働するために必要な保守・点検（定期交換部品代含

む）を無償ですること。 

機器の部品は準備し、適正な価格で供給すること。 


